
所沢小学校ＰＴＡ旅費規定

第１条 本規定は、本会の用務の為、会長に承認を得て出張した場合に適用する。

第２条 研修等の場合、交通費等その必要経費を本部会計研修費より支給することができる。

第３条 第３条 この規定の改正は、本部役員会において改正することができる。

附 則 この規定は、平 成 元 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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